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近年の自然災害に直面し、住宅の安全性と災害時の復旧プロセス
が注目されています。このセミナーでは、能登半島地震などの事
例を踏まえ、未来の災害対策と住宅設計に焦点を当てます。具体
的な事例から得られる教訓を元に、防災・復旧のための新たなア
プローチや技術の導入について解説します。建築業界が果たすべ
き役割や、住民が自ら行える災害対策についても掘り下げ、安全
で持続可能な住まいの概念を提案します。参加者は、災害時にお
ける住宅安全性向上と、復旧プロセスの効率的な進行に向けた新
しいアイデアや手段を得られるでしょう。



能登半島地震





















近年の災害とライフライン（電力と水道）の断絶

発生年 災害名 最大停電戸数
電柱の

破損・倒壊など
99％復旧
までの時間

最大断水戸数
断水の

主な要因
復旧期間
（最大）※

2018年 台風21号
関西電力エリア：

１６８万戸
1,343本 およそ５日後 1.7万戸 ・停電 およそ10日間

2018年 台風24号
中部電力エリア：

102万戸
209本 およそ４日後 1.0万戸

・停電
・水道管破損

およそ５日間

2019年 台風15号
東京電力エリア：

９３万
1,996本 およそ１２日後 14.0万戸 ・停電 およそ15日間

2019年 台風19号
東京電力エリア：

４４万戸
６８３本 およそ４日後 16.8万戸

・停電
・浄水場の浸水

およそ30日間

2020年 台風10号
九州電力エリア：

48万戸
１６３本 およそ２日後 0.5万戸 ・停電 およそ２日後

2016年
熊本県
熊本地方地震

九州電力エリア：

48万戸
不明 およそ５日後 44.6万戸

・停電
・水道管破損

およそ40日間

2018年
北海道
胆振東部地震

北海道電力エリア：

２９５万戸
不明 およそ３日後 5.7万戸

・停電
・基幹施設被害

およそ11日間

出典：内閣府：防災情報のページ・各電力会社HPからの抜粋、およびTOKAI調べデータ含む

この間多くのエリアで 断水が続いていることが分かる
※ 水道インフラについては、ごく局所なエリア（山間部）などでは更に復旧に時間を要している

●近年の自然災害の経験

電力復旧：３日～10日



今後の災害予測











巨大地震の被害想定(最大)

今後30年間に

70％ 発生確率
今後30年間に

70～80％

約2.3万人 死者数
※直接死のみ

約32.3万人

約61万棟 建物被害 約238.6万棟

約720万人
発災2週間後

避難者数 約950万人
発災1週間後

約95兆円 経済被害 約215兆円

首都直下地震 南海トラフ巨大地震





最大452万人が帰宅困難  首都直下地震

127万人

神奈川県

東京都

108万人

埼玉県

44万人分を確保
※23年1月時点

22万人分が不足
※それでも計算上

1万7千人

栃木県

6万8千人

茨城県

84万人

千葉県

1万3千人

群馬県

カギを握るのが

一時滞在施設の確保

一時滞在施設として自治体と協定を結んだ企業に、
都が備蓄品の購入費用の8割以上を負担。固定資産税と
都市計画税を100%免除するなどして協力を求めてきた。

行き場のない人をスムーズに受け入れられない可能性も

一時滞在施設

一時滞在施設





40年以内90％（Ｍ８～Ｍ９）









8600万人居住、水害対策必要
日本の国土

市街化区域とは

市街化調整区域とは

市街化区域とは、都市計画法で指定されている都市計
画区域のひとつで、すでに街の整備が進められて市街
地になっている区域と、おおむね10年以内に優先的、
計画的に市街地として整備を図るべき区域のこと。

市街化調整区域は農地や緑地の保全が優先され、原則
として農業用などの例外を除いて新たに建物を建てに
くい地域。

「浸水想定区域」に指定されている

場合も多く、対策が求められている

市街化区域の全てもしくは一部

全国の市街化区域面積は計144万㌶

市街化区域市街化区域

都市計画区域

非線引区域

都市計画区域外

優先的かつ
計画的に市街化

市街化を抑制

対策強化が求められる



災害後…
インフラ遮断



南海トラフ巨大地震発生時のライフライン等の被害想定











在宅避難が困難になる







停電からの復旧後
また停電する可能性





























もっと地場でアプローチを！

















ゲームチェンジ・・住宅産業界の大変革期到来
今までと同じ事業スタイルは通用しない！！！

建売分譲会社
全国展開・地場企業
値下げして売却
利益減額へ

大手HM注文住宅
セレクトスタイル
大手HMは規格住宅
新分譲住宅スタイル

一般工務店受注激減
地域市場が高齢化
リフォーム市場も低迷
ビジネスチャンスは
あるのか！！！

MSリノベーション会社
年間500戸施工会社
高額物件事業へ転換
1部屋1億以上物件へ
年間10棟以上限定施工

住生活産業化
市場要求分析
何に困っているか

市場世代別戦略が重要

展示場が集客できない
大手も2027年迄に撤退
事業スタイルの大変化
契約までの時間4分の1

脱炭素社会・高齢化社会・住宅市場ニーズ
2025年省エネ基準改正～2030年次世代省エネ基準改正



IoT住宅
健康

金融
リテラシー
災害対策
脱炭素
DX

IT
WEB

家具
インテリア

構造・設計
技術

省エネ基準

2010～ 2014～ 2027～2022～2017～

販売にかかる住生活業界の変化

design省エネ基準 ライフスタイル 所得・資産 健康・IoT



ゲームチェンジ

住宅価値向上

不動産価値向上

住宅商品
リフォームメニュー
リノベーション提案

資産活用提案
金融提案

ZEHパッケージ
施工

デザイン

消費者向けイベント
集客・追客

市場整備 必要要素 販売対策項目

• 省エネ基準適合義務化
• 4号特例の見直し
• 省エネ性能表示制度
• リフォーム建築確認申請

• 不動産相続登記義務化
• 所有者不明土地管理制度
• 相続土地国庫帰属制度
• 不動産ID

高齢化・健康社会

• 2040年まで高齢化率上昇
• 医療従事者減少
• 介護人材減少
• 介護施設ではなく、機能力減少

バリアフリー
不動産の流動性

相続対策

設計基準
断熱基準



2030

2035

2027
ステップ4

2028
ステップ5

2026
ステップ3

2025
ステップ2

2024
ステップ1

2031 2032 2033 2034

2029

新時代 事業スタイルアップ期事業スタイル改革期

市場転換期

次世代省エネ基準発表

住生活産業界 事業スタイル改革ロードマップ

未来戦略ビジョンを構築
未来戦略ビジョンとは・・・
会社がどうなりたいかのビジョンだけでなく、市場がどの
ように変化していくかを予測し、双方に整合性を持った形
で計画を立てる経営方針の一つ

事業スタイルアップ
スタイルアップとは・・・
社会情勢の変化や様々な対応が求められるタイミングでも市場ニー
ズに合わせて提案できるようになる柔軟な事業体制を構築し続ける

■ 2030年新築はZEHが最低基準・規格住宅が標準化
■ レジリエンス住宅標準時代・・大震災から住まいを守る
■ ライフライン（電気・ガス・水道）さらに高騰
■ 新築住宅着工数減予想・・ストック増加傾向
■ コンパクトリフォーム（減築リノベ）資産活用事業

■ 事業戦略目標設定
※ ターゲット世代別戦略
※ 市場要求（ニーズ）との整合性
※ 消費者から喜ばれる事業（パーパス経営）
※ 幸せを売る企業（パーパス経営）

────────未来戦略ビジョン
────────

事業スタイル改革が重要
住生活産業界スタイル改革
消費者事業戦略に特化事業

ステップ１
集客システム：市場調査・分析を行い、販売戦略を構築し、ワークショップによる新たな集客展開へ
住宅商品開発：高度な省エネ住宅の規格化・パートナー会社との連携による短工期化
販売精度向上：営業社員・スタッフのセールス・受付研修

ステップ２
営業システム：新事業スタイル展開へ 販売スタイル確立 市場アタック活動
情報収集効率：販売研修＆ヒアリング＆アンケート＆WEB活用
イベント企画：ワークショップターゲット世代別集客戦略確立へ

ステップ３
パーパス経営：会社事業の見える化……何ができるか？地域社会にどう貢献できるか？
事業の可視化：新築住宅・リフォーム・リノベーション
事業の武器化：（例）生涯自宅で暮らせるリフォーム事業（在宅介護・設計・資産価値向上）

ステップ４ 不動産事業化：資産活用・家族信託・移住・住替え・空室改善・土地活用・遊休不動産・用途変更 等
高齢社会事業：在宅介護対応・集合住宅不動産オーナー（賃貸集合住宅）

ステップ５ グルーピング：窓口を統一する・市場から住まいの相談場所・ネーミングも重要
ブランド構築：高齢化社会・資産相談・様々な相談を受ける新事業スタイルへ



住生活産業界 スタイル改革ロードマップ

バックキャスト対策期
予測を鑑みて、予め対策を行ってい
く期間。2025年以降は新技術・商品
の販売が加速する為、事前に周知・
告知活動を行い市場主導権を握る。

2030 20352027 2028202620252024 2029

次世代省エネ基準
発表

• 建設業働き方改革
• 物流改革
• 森林税
─────────────
───────────

• 省エネ基準適合義務化
• 4号特例の見直し
• 省エネ性能表示制度
• リフォーム建築確認申請
─────────────
───────────

• 不動産相続登記義務化
• 不動産ID

脱炭素経営・DX

事業スタイル変革
商品・工事 等

ストックビジネス対応

ペロブスカイト・蓄電池
IoT住宅

在宅介護時代 ※高齢化率は2040年まで上昇予測＋介護人材・医療人材不足

市場転換期業界対策期

新エネルギー時代
2024年エネルギー基本計画の見直し
再生可能エネルギー・核融合発電

AI新技術



新 技術：ペロブスカイト次世代太陽光、本格展開へ
家 電：IoT家電・・赤外線からWi-Fi主流へ
住宅開発：創エネ・蓄エネ・省エネ

家電セット販売
家具・インテリアセット販売
断熱・バリアフリー設計
省エネ性能表示制度・第三者評価

セット
パッケージ

2024年

2025年

2026年

2027年

2028年

2029年

2030年

新築住宅への太陽光パネル設置義務化：［2025年度］東京都区内 [2030 年]全国エリア
2050年カーボンニュートラルに向けた住宅業界における命題が推進される

フランス2025年
核融合発電開発スタート
［ファーストプラズマ］

［核融合発電］
日本では2030年から実験…2035年～スタート予定
燃料は1グラムで石油8トン分のエネルギー
核融合炉の燃料は実質無尽蔵

［海水に含まれるリチウム］
海水から取り出した重水素を燃料として核融合発電を
25～50億年運転できる。

・4号特例縮小…木造建築構造計算・許容応力度計算が必須へ
・省エネ基準改正 ・省エネ性能表示制度（ラベリング・目安光熱費）
・規格住宅標準化・ZEH標準化 ・リフォーム 大型改修は確認申請が必要

2030年迄の住宅産業界の法改正・・・未来市場分析から対策重要時代へ突入
・建設業働き方改革4月スタート
・BIMロードマップ発表・新たな建築基準時代へのロードマップ発表

省エネ基準のZEH水準・ZEB水準を遅くとも2030年前に発表
・建材トップランナー基準改正 規制措置の強化
・より性能の高い建材 断熱窓を含む普及拡大

2029年次世代新省基準発表
リフォーム・改修工事
省エネ高効率改修

BIM建築確認申請スタート予定

住宅・建築物の性能表示制度の施行

2028年次世代省エネ住宅商品化
工務店・住宅会社・ビルダー・HM

規格住宅商品化発表へ

2050年カーボンニュートラル実現に向けた住宅・建築物の省エネ化の追求・・ロードマップ

新時代・省エネ設備・IoT家電・IoT住宅展開

建築業界大法改正

2030年新省エネ基準改正
等級５のZEH住宅が最低基準になる可能性



高齢化社会に向けた新たな展開

介護難民・介護施設に入れない？
～在宅介護の時代へ～

①「人生100年時代」日本は今後、必ず超高齢化社会へ向かう
②介護人材・介護施設が足りない？
③人生の最期を迎えたい場所とは？
④看取り先の確保が困難に…
⑤高齢化社会における在宅医療・在宅介護の展望



2023年9月1日時点の
住民基本台帳に基づく
100歳以上の高齢者の
数が前年より1613人増
加し、9万2139人とな
りました。

100歳以上人口の増加
は53年連続。世界有数
の長寿国日本ですが、
100歳以上人口は圧倒
的に女性が多く、全体
の88.5%を占めます。

「人生100年時代」日本は今後、必ず超高齢化社会へ向かう



出典：国土交通省

少子高齢化により新たな時代へ向かいます
今までと同じ事業は通用しない時代へ



高齢化社会
在宅介護時代
施設に入れない
対応方法は…？

住宅取得層
Y世代・Z世代
ペアーローン
金融提案が重要
ZEH標準化時代

人口動態から見る

市場変化に対応する
事業マーケット分析

2022年時点の男女別人口ピラミッド



～介護人材・施設不足について、2025年問題や介護施設全体における人材不足の現状～

・2025年問題…団塊の世代が後期高齢者となり、介護需要が高まる一方で、供給が追いつかないという問題
厚労省の需給推計によれば、2025年の介護人材の不足は実に約37.7万人（下図）

・介護施設については、全国の有料老人ホームで約7万人分の空きがある
…しかし、特別養護老人ホームに至っては、25.3万人が入所待ちしている

また、人材不足により入居を受け入れることができない施設が少なくないため、依然、施設は足りない！

・日本の高齢化のピークは2042年ごろと予測されており、現在の老人ホームの数では足りなくなってしまう可能性も
示唆されています。そのため、今から在宅介護を視野に入れておくことが重要です。

介護人材・介護施設が足りない？

出典：厚生労働省



■ 2025年問題とは？超高齢化社会がもたらす影響や企業が取るべき施策

2025年問題とは、いわゆる「団塊世代」が75歳以上の後期高齢者となり、日本が超高齢化社会

になることに附随して起こる問題を指します。
団塊世代とは、1947～1949年に生まれた世代を示し、
総務省『令和2年国勢調査』の実施時点（2020年）で596万人が該当することがわかっています。
また同調査では、75歳以上の人口が1,860万人で総人口の14.7％にあたることがわかりました。

2025年には、75歳以上の人口が3,677万人に達する見込みで、
これは「日本人の3.9人に1人が75歳以上」
という社会になることを指しています。このことにより、高齢者のいる世帯のうち、
7割が高齢者の独居・高齢者のみの世帯となります。また、認知症を患う高齢者が急増する
ことも懸念されているのです。
日本では「高齢化社会に達する速度」が問題視されてきました。
しかし、現在は「高い高齢化率」が問題になってきています。 総務省・厚生労働省の資料より抜粋

住宅産業においても、高い高齢化率は無視できない要素となってきています。
高齢者の増加に伴う今後のマーケット変化に対応するためには、高齢者のニーズを的確に捉えた住宅設
計とサービスの提供等が求められます。新たなマーケットへの対応は、事業成長の鍵になります。



現60歳～65歳 予備軍50歳～60歳 子世代30歳～45歳

重要なのは
こちら



人生の最期を迎えたい場所とは？

最期を迎えたい場所

出典：日本財団

日本財団が実施した調査によれば、人生の最期を迎えたい場所として、58.8%の方が「自宅」を選んでいます。
次いで、「医療施設」が33.9%です。
意外にも医療施設で最期を迎えたいと考える人が多いですが・・・右の図を見てみると、
人生の最期をどこで迎えたいかを考える際、当事者は「家族の負担にならないこと」を重視しています。
本当は自宅で亡くなりたいと考える方が多いことがわかります。

（親）人生の最期をどこで迎えたいかを考える際に、重要だと思うこと

（子）親の最期をどこで迎えたいかを考える際に、重要だと思うこと





■ 2030年 約40万人の看取り先確保が困難に
…施設も足りない、病床数も削減へ

自宅で看取れる住環境を・・・「最期を家で過ごす」という選択

～樹木希林さんと娘の内田さんのお話～
「入院していた母に『もう家に帰ろう』と言われて…
あのままずっと入院させ続けていたらと思うと、母がちゃんと自分の願いを
言葉にして私たちに伝えてくれて、本当に良かった。」

■ 2025年、団塊の世代は全員後期高齢者へ
施設入居のための資金が持たず、退去になり自宅に戻る高齢者も多い

看取り先の確保が困難に…



高齢化社会における在宅医療・在宅介護の展望

・超高齢化社会において、在宅医療・介護は重要なテーマ
医療技術の進歩により、以前は入院が必要だった多くの治療が在宅で可能に
在宅医療のニーズが拡大

・・・患者が病を抱えながらも日常生活を「自宅で」送ることが重要視されるように

・介護においても、施設ではなく「生涯自宅」がこれからの主流に
高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせる環境を整えることが重要

・在宅医療・介護において欠かせない電気の問題
在宅医療・介護では電気の必要な機器を使用することがある
また、今後IoTなども視野に入れる場合、自宅で電気を賄う必要がある
太陽光・蓄電池等も含めた家づくりの提案を



●在宅避難への意識変化・・・

在宅避難に必要性を感じている

新型コロナウィルス感染症流行の影響もあり
出来る限り「密」を避ける意識から

約６５％
の方が在宅避難への必要性を感じている

在宅避難への自信（準備）

在宅避難の必要性を感じる人が増加する一方、
自宅で安心、安全に過ごす自信があるとした
方は・・・

約３０％
と大きなギャップが生まれている

防災分野で注目されている「在宅避難」



4号特例縮小に係る法改正ポイント

2024年6月初旬に新情報発表

清水英雄事務所株式会社



2025年法改正・・・・4号特例縮小、構造基準の改正

仕様規定へ
■ 2025年法改正のポイント！

•木造建築物における省エネ化等による建物重量化に対応するため、壁量基準・柱
の小径基準が見直される。
2階建て以下、高さ16ｍ以下、延べ面積300m2以下のすべての小規模木造住宅・
建築物が対象。

⇒必要壁量が増え、必要となる柱の小径が大きくなる
•「構造計算（許容応力度計算）」を行う方法もある。
•２階建ての木造住宅の場合は、従来通り「仕様規定（壁量計算、壁の配置、Ｎ値
計算、柱の小径）」のチェックを行えば良いので計算項目は増えない。



今４号特例改正・・・ポイント解説不要でした壁量計今まで不要でした壁量計算（構

造計算ではない）や防火関係、その他書類が必要になるということです。
■ は今まで不要だった壁量計算（構造計算ではない）や防火関係、その他書類が必要になると

いうことです。
逆に今まではその辺の書類が不要だったということです。
（チェックをしていないため適当にやってもわからない状況でした）
仕様規定に則れば構造計算をしなくても壁量計算で足りる形になる

■ 単純に壁量が増えます。

■ 表計算ツールで確認をするのですが、ここで積雪や太陽光パネルを考慮した際の柱の小径が
105㎜を超えるようだと構造計算（許容応力度計算）をしないといけないかな、
というところです、

今回もこれを見ると瓦や土壁にしなければ、
2階建て住宅は降雪地域でも柱105角で済みそうなので構造計算
（許容応力度計算）をせずとも今まで通りの壁量計算で済んでしまいそうです。

■ 今回４号特例縮小の件は、この辺の調整に時間がかかっていたのかと思われます。







仕様規定 型式認定 構造計算 性能評価< < <

一般消費者が判断できる4号特例改正

構造計算の簡略化
構造計算をした

規格型住宅 セレクト住宅 注文住宅

一棟ずつ構造計算

多くの工務店

ハウスメーカー・地場ビルダー・分譲会社

注文住宅・建築家と創る家

一部の工務店



 １．仕様規定に則れば構造計算をしなくても壁量計算で足りる形になる
しかし壁量計算だけだと簡易的になってしまうので

変形の建物であったり、太陽光発電等の設備の重量分が搭載になると
多少危惧する点があるので

構造計算と許容応力度計算での対応をハウスメーカーや地場ビルダーは標準化する
（一般的住宅は規格住宅・注文型は構造計算等が必須条件へ）

２．壁量計算でＯＫが出たとしても
その後の審査で構造的に問題があれば結果的に改善を余儀なくされるので

構造計算が必須になってしまいます

仕様規定の課題









現状の話
基本的には構造計算・許容応力度計算や消費実費換算等出来る会社は早めに対応すると言う事と聞きました
仕様規定で今作ると・・・今までと変わらない対応ですが、大手企業やパワービルダーは標準で
新築時から構造計算や規格型が中心と言われており、対応しない地場産業界は自由設計では受注が激減すると
言う意見も出たようです、無づかしいですね、…４号特例縮小は今後起きる災害対策の為ともいわれてます
価値向上・・・に向けた取組としてストック市場の対応もあると言われておりました、
大きい住宅関連企業と違い、地場産業界は大きな変革期にどう対応するかが問題です



■ 大手ハウスメーカ（耐震等級）ベース、でしたが、構造計算とは？
※「構造計算」は許容応力度計算、その上の計算（保有水平耐力計算、限界耐力計算など）を指し、

※ 建築基準法の壁量計算、品確法の壁量計算（耐震等級）+横架材、基礎の検定
は構造計算とは見なしていません。

・今後大手HMは許容応力度計算に入ってくるのか、型式の扱い（型式も許容応力度計算するのか）
大手HM等は規格住宅を標準化・・・注文スタイルは一棟ごとに構造計算を進める方向へ

※ 地場の工務店は構造計算をどう扱うか‥どう生き抜いていくか！！？

・現状のように価格を抑える（+自分たちでできない）ために壁量のみ品確法を使い 梁、基礎はなんとなく。
・他業者と協力して構造計算を進めるか。

・現在、工務店、大工さんが受注が取れなくなってきている現状、差別化の1つとして構造計算するのか、
工務店・建築会社のところは施工品質等の問題、昔ながらの施工業者が昔ながらの施工で
完成後に問題へ・・・住宅産業界の変化規準に対応する展開が望ましいですね

・施工を考えると結局、生き残っていける住宅会社は大手、特色ある中小、有力地場工務店等
に向かいそうですね



Daigo.Shimizu PROFILE

IT企業で５年間マーケティングの事

業に携わりITを通じ消費者の購買に

向けた心理状態、プロセスを精査し

た新たなマーケティングスタイルを

勉強。

プロジェクトを組み、２チームでソ

フトのみで10億円の売上を達成

消費者が欲しくなるプロセスを分析

し、どんな提案の仕方が最も適して

いるか？デジタルアプローチからの

戦略を専門としていました。

・全国各地にて講演/研修活動
・行政情報の特定冊子・書籍化
・工務店受注再生
・リフォーム店売上倍増/利益拡充
・流通事業者
（働き方改革プロジェクト/次世代育成プロジェクト/既存事業改革プロジェクト）

・分譲開発
・SDGs対応プロジェクト（金融機関/融資対策）
・web会社合同マーケティング改革プロジェクト
・新規事業立ち上げ支援
・店舗開発/ブランド開発/ネーミング/プロデュース
（300坪の店舗～10畳サイズの店舗まで幅広く対応）

・勉強よりも実践ですぐ受注が取れるメニュー開発

各
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

＜コンサル実績＞
ビルダー・地場ゼネコン・ハウスメーカー・工務店・住宅会社・不動産会社
幅広くコンサル活動を行い、売上達成・目標達成・CS・ES達成に寄与

＜研修・講演・講座実績＞
年間 約100回の研修・講演・講座の講師として全国で展開
＊企業依頼の社員研修・団体所属会員向けの研修 等含む

実
績

インテリアデザイン科/建築学科を経てIT企業・マーケティング企画開発にて勤務後
住関連総合コンサル会社、清水英雄事務所㈱入社

経
歴

毎年行われる海外視察では顧客を率いて対応
フランス・パリ/デンマーク・コペンハーゲン/フィンランド・ヘルシンキ
スウェーデン/シンガポール/アジア圏

海
外

代表取締役社長

清水 大悟

代表取締役社長 清水 大悟 プロフィール

全国店舗開発 50店舗以上

コンサル実績件数 300社以上

年間平均講演数 100回以上



お申込みは直接ご連絡ください！

清水英雄事務所 代表取締役会長 清水英雄
代表取締役社長 大悟

daigo-shimizu@au-shimizu.co.jp
080-4389-8781

mailto:daigo-shimizu@au-shimizu.co.jp
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